
 

 

 

 

 

福島町では、まちづくり基本条例に基づき、町民の皆様のご意見を幅広くお聞き

し、町政に反映させるために各種審議会等の委員を公募しています。 

希望される方は、申込用紙を印刷のうえ、２月１８日（水）までに総務課へ提出

ください。 

なお、不明な点がございましたら、下記の応募先までお問い合わせ願います。 

 

 

【福島町特別職報酬等審議会委員】 

内 容 特別職報酬等の額について必要な事項を調査審議する。 

応 募 資 格 
町内に在住する満１８歳以上の方 

町政に関心がある方 

公募する人数 ２名 

委員の任期 審議が終了したときに解任 

報酬・旅費 
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する 

条例の規定により支給します。 

応 募 先 

 

総務課総務防災係 （電話 ４７-３００１） 

 

 

 

令和８年２月１６日 

 

                        福島町役場 総務課総務防災係 

 

 

 

公募委員募集のお知らせ 


